
 

 

議案第５７号 

    静岡市職員の分限に関する条例の一部改正について  
 静岡市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和２年２月２１日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     

 

   静岡市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 

 静岡市職員の分限に関する条例（平成15年静岡市条例第28号）の一部を次のように改正する。 

第５条第３項中「職員」の次に「（法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。）」

を加え、同条に次の１項を加える。 

７ 法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第１項の規定の適用については、

同項中「３年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の２第１項及び第２項の規定に基づ

き任命権者が定める任期の範囲内」とする。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 


